
公園・緑地用地の境界確認の基本的な流れ 
 

※以下は基本的な流れです。現地の状況等により追加の手続きや資料提出等が必要となることがあります。 

内 容 必要書類等 

 

事 前 相 談 
みどり環境局公園緑地管理課の窓口 

（市庁舎27階）にお越しください。担

当者が境界確認の範囲を確認し、公 
園・緑地の管理図（求積図）をお渡し

します。 

境界確認を希望する範囲を示す資料 
・案内図（住宅地図等） 
・公図 
・地積測量図など 

 
お渡しした管理図を元に、現地の測 

測 量 量をしてください。境界確認の範囲 
（両端の点）から、更に公園・緑地に

沿って１点先の境界点までの測量をお

願いします。 

 
【作成資料】（別紙記載例参照） 
・実測図（境界確認範囲を赤線で表示

し、管理図の辺長と実測値を併記） 

 

立 会 依 頼 

 

 
およそ10⽇〜２週間程度 

測量の結果、境界確認の範囲（１点

先までを含む。）の辺長の較差が許容

範囲内（※１）であることが確認でき

ましたら、「立会依頼書」と添付資料

をご提出ください。 
許容範囲を超える等の問題がある場

合は、担当者にご相談ください。 

【提出書類】（別紙記載例参照） 
・「公園・緑地境界立会依頼書」 
・委任状（所有者の認印又は自署） 
・案内図 
・公図（※２） 
・依頼地の全部事項証明書（※２） 
・実測図 
・地積測量図、道路関係資料ほか 

 
 

※１ 点間距離10ｍ未満は±3ｃｍ以内、10ｍ以上は±5ｃｍ以内 

※２   直近３か月以内に発行されたもの（登記情報提供サービスによるものも使用可能です）。 

 

境 界 立 会 立会依頼書・添付資料を担当者が確

認し、立会日程を調整します。 
立会当日は公園緑地管理課と土木事

務所等の職員が立会い、現地の境界標

と越境物の有無等を確認します。 

当日は現地の境界標をご案内いただ

き、原則として検測をお願いします。

境界標の復元・移設等は原則として境

界確認書の受取後にお願いします。 

 

 

境界確認書案の確認 境界に問題がなければ、境界確認書 
（表紙）と境界確認図の案を作成し、

確認のためPDF等で担当あて送付して

ください。 

【作成資料】（別紙記載例参照） 
・境界確認書（表紙） 
・境界確認図 

 

 

境界確認書の提出 

 

 

 

およそ10⽇〜２週間程度 

担当者による確認が終わりましたら、

境界確認書（図面添付）を２部作成し、

所有者の実印を押印してください（日付

は空欄）。 

押印済みの境界確認書２通と必要書類

（右記）を担当にご提出ください。 

【提出書類】 
・境界確認書 ２部 

（決裁後に１部をお渡しします。） 
・印鑑証明書原本 １部（返却不可） 
・第三者境の境界確認書のコピー 
・その他（道水路等境界調査図等のコ

ピー、新たに設置した境界標の写真な

ど） 

 

 

境界確認書の受取 境界確認書の準備が整いましたら担

当からご連絡しますので、受取にお越

しください。 

【受取に必要なもの】 
・受取に来る方の認印 
・受取に来る方の名刺１枚（委任状に

記載された法人の方に限ります。） 
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